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守谷市官民競争入札等監理委員会設置条例 

（設置） 

第１条 競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について，そ

の透明性，中立性及び公正性を確保するため，競争の導入による公共サ

ービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」とい

う。）第４７条第１項に規定する合議制の機関として守谷市官民競争入

札等監理委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は，委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）公共サービスに関して優れた識見を有する者 

（３）その他市長が適当と認める者 

 （任期） 

第３条 委員の任期は，３年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じたときは，補欠の委員を委嘱するものとし，その任

期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き，委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が

欠けたときは，その職務を代理する。 

 （所掌事務） 

第５条 委員会は，法の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は，必要

に応じて委員長が招集する。ただし，委員の委嘱後最初に開かれる会議

並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は，市長が招集す

る。 

２ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができな

い。 

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の場合

は，委員長の決するところによる。 

４ 委員会は，必要と認めるときは，関係者の出席を求めてその意見若し

くは説明を聴取し，又は関係者から資料の提出を求めることができる。 



（秘密の保持） 

第７条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も，同様とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ 第３条第１項の規定にかかわらず，この条例の施行後最初に委嘱され

る委員の任期は，平成２５年３月３１日までとする。 

 （守谷市特別職の職員の給与，報酬，議員報酬，旅費及び費用弁償に関

する条例の一部改正） 

３ 守谷市特別職の職員の給与，報酬，議員報酬，旅費及び費用弁償に関

する条例（昭和５３年守谷町条例第６号）の一部を次のとおり改正する。 

  別表第３中 

 「 

委員長 日額 7,900 60 1,200 11,600 11,600 2,400

 

公の施 

設指定 

管理者 

選定委 

員会 
委員 日額 7,000 60 1,200 11,600 11,600 2,400

を

                               」 

 「 

委員長 日額 7,900 60 1,200 11,600 11,600 2,400
公の施 

設指定 

管理者 

選定委 

員会 
委員 日額 7,000 60 1,200 11,600 11,600 2,400

委員長 日額 7,900 60 1,200 11,600 11,600 2,400

 

官民競 

争入札 

等監理 

委員会 委員 日額 7,000 60 1,200 11,600 11,600 2,400

に

                               」 

 改める。 



提案理由（議案第１号） 

 

 

 提案の理由を申し上げます。 

 本案は，各公民館で行っている住民票等の発行業務のうち交付の請求の

受付及び引渡しを民間事業者に委託するため，競争の導入による公共サー

ビスの改革に関する法律に規定する民間競争入札を実施するにあたり，そ

の実施過程において，透明性，中立性及び公正性を確保するため，同法第

４７条に規定する合議制の機関として，守谷市官民競争入札等監理委員会

を設置し，併せて同委員会の委員の報酬等の額を定めるものです。 

 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 

 


